（様式２）
				　　　　　　　商号又は名称　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
要求要件への対応について
	２４時間配車可能な車両を３３０台以上保有しており、国立劇場構内（東京都千代田区隼町４番１号）、国立劇場養成所（東京都渋谷区代々木神園町３番１号　国立オリンピック記念青少年総合センター内カルチャー棟）及び国立能楽堂構内（東京都渋谷区千駄ヶ谷４丁目　　１８番１号）に、原則として１０分以内に配車できること。

	

	接客態度、運転技術に優れ、安全且つ的確に目的地まで運行できること。

	

	使用する車両については、常に最良の状態を保持するため、法定点検及び日常的な整備・点検を行うこと。また、車両を常に清潔且つ綺麗な状態に保つこと。

	

	有効に使用できるタクシー乗車券（作成及び印刷等を含む）を無償で独立行政法人日本芸術文化振興会に提供できること。

	

	タクシー乗車券の使用による事務取扱手数料が無料であること。

	

	月毎の支払が可能であること。また、国立劇場構内及び国立劇場養成所並びに国立能楽堂構内毎の総括請求書及び使用単位（部課）毎の請求書の発行が可能であり、請求書は、国立劇場構内及び国立劇場養成所並びに国立能楽堂構内使用分に分け、それぞれの担当部署に提出することが可能であること。

	


※どのように対応可能か、具体的に記入すること。なお、補足のための資料等を添付すること及び記載が複数枚に亘ることは差し支えない。
